
福島県保健福祉部
地域医療課

事業イメージ事業内容

福島県夜間救急電話相談事業（令和４年２月１日より開始）

≪事業概要≫
夜間に急な病気やけがをした際、応急手当の方法、受診や救急車要請の
必要性に対して専門家による助言が受けられる電話相談窓口を設置しま
す。

≪受付時間≫
毎日 １９時～翌８時

≪対象地域≫
県内全域

≪電話番号≫
〇県内のプッシュ回線・携帯電話から（２月５日以降）

＃７７９９
〇ひかり電話・PHSなど上記以外から

０２４－５２４－３０２０

※＃７７９９から繋がる回線については順次拡大していく予定
≪事業効果≫

※１ 本事業は相談者の参考にしていただくものであり、医療行為ではありません。
最終的なご判断は相談者自身において行っていただくようお願いします。

※２ コロナ疑い、メンタルヘルス相談については別途専用窓口をご案内します。

住民（急病疑い）

オペレーター
・臨床経験のある看護師
・相談技術にかかる研修を受講

〇住民の健康不安解消
〇不要な救急車要請の減少
〇不要不急の受診の減少による救急病院の負担軽減

夜間救急電話相談窓口

電話相談

・オペレーターが医師に相談できる体制
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救急車を要請するよう助言
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適切な医療機関・受診科目の案内


